
新 旧 対 照 表

静岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱の制定

従 前 の 要 綱 制 定 す る 要 綱

第１条～第３条 （略）

（事業の実施）

第４条 知事は、高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療に係る費用については、原則として入院等指定医療機関に対し

、予算の範囲内において、対象医療に要する費用の一部を交付することにより肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業を実

施するものとする。ただし、他の法令等の規定により、肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療に関する給付が

行われるべき場合には、その給付の限度において、交付しないものとする。

第２項～第９項 （略）

10 前項の規定による請求及び第４項から第８項に定める額について請求を行おうとする者（以下「請求者」という。）は

、様式第１号による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、

知事に申請するものとする。

(1) 請求者の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し

第２号～第６号 （略）

第３条 （略）

（参加者証の申請）

第５条 対象医療を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第３号による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事

業参加者証交付申請書（以下「交付申請書」という。）に次の各号に掲げる区分により、それぞれに掲げる書類を添えて

、知事に申請しなくてはならない。なお、65歳以上75歳未満の者が、後期高齢者医療制度に加入している場合は、第３号

に掲げる区分とする。

(1) 70歳未満の申請者

ア 様式第４号による臨床調査個人票及び同意書（以下「個人票等」という。）

イ 申請者の氏名が記載された医療保険の被保険者証の写し

ウ 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証（以下「限度額適用認定証等」という。）の写し

エ 申請者について記載のある住民票の写し

オ 医療記録票の写し等

カ 肝炎治療月額管理票の写し（肝炎治療受給者証被交付者に限る。）

(2) 70歳以上75歳未満の申請者

ア 個人票等

イ 申請者の氏名が記載された医療保険の被保険者証と高齢受給者証の写し

ウ 限度額適用認定証等の写し（ただし、所得区分が一般にあたる者を除く。）

エ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し（ただし、所得区分が一般

以外の者は申請者の住民票の写しでも可とする。）

オ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者の市町村民税の課税年額を証明する書類の写し（所得区分が

一般にあたる者に限る。）

カ 医療記録票の写し等

キ 肝炎治療月額管理票の写し（肝炎治療受給者証被交付者に限る。）

(3) 75歳以上の申請者

ア 個人票等

イ 申請者の氏名が記載された後期高齢者医療被保険者証の写し

ウ 限度額適用認定証等の写し（ただし、所得区分が一般にあたる者を除く。）

エ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し（ただし、所得区分が一般

第１～第３ （略）

第４ 事業の実施

(1) 知事は、高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療に係る費用については、原則として入院等指定医療機関に対し、予

算の範囲内において、対象医療に要する費用の一部を交付することにより肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業を実施

するものとする。ただし、他の法令等の規定により、肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療に関する給付が行

われるべき場合には、その給付の限度において、交付しないものとする。

(2)～(9) （略）

(10) 前項の規定による請求及び第４項から第８項に定める額について請求を行おうとする者（以下「請求者」という。）は

、様式第１号による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、

知事に申請するものとする。

ア 医療保険の資格情報が確認できる資料

イ～カ （略）

第３条 （略）

第５ 参加者証の申請

(1) 対象医療を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第３号による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

参加者証交付申請書（以下「交付申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に申請しなくてはならな

い。

ア 様式第４号による臨床調査個人票及び同意書（以下「個人票等」という。）

イ 医療保険の資格情報が確認できる資料

ウ 限度額適用認定証等の適用区分を確認できる資料

エ 医療記録票の写し等

オ 肝炎治療月額管理票の写し（肝炎治療受給者証被交付者に限る。）

カ 非課税証明書類や住民票の写しなど、都道府県知事が申請内容の審査に必要と認める書類等

(2)、(3)削除



以外の者は申請者の住民票の写しでも可とする。）

オ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者の市町村民税の課税年額を証明する書類の写し（所得区分が

一般にあたる者に限る。）

カ 医療記録票の写し等

キ 肝炎治療月額管理票の写し（肝炎治療受給者証被交付者に限る。）

２ 第６条第６項ただし書きにより、更新の申請を行う場合には、前項各号に掲げる書類（個人票等及び限度額適用認定

証等の写しを除く。）、第６条第４項により交付された参加者証の写し及び医療保険における所得区分の認定を行うた

めに必要な書類等の添付を要することとする。

（認定）

第６条 知事は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し別表第４に定める肝がん・重度肝硬変（非代償

性肝硬変）の診断・認定基準に該当する患者であることを認定するものとする。この場合において、知事は、必要と認

めるときは、別に定める肝炎治療認定診査会に意見を求めることができる。

第２項 （略）

３ 知事は、第１項に定める認定を行う際には限度額適用認定証等、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証その他所

得の状況を把握できる書類に基づき、申請者が別表第３の階層区分に該当する者であることを確認した上で、第１項に

よる認定及び前項による確認が行われた申請者が加入する保険者に対し、医療保険における所得区分の認定を行うた

めに必要な書類等を添えて照会を行い、当該申請者に適用される医療保険における所得区分について参加者証の適用

区分欄に記載を行うものとする。

第７条～第16条 （略）

別表第１、２ （略）

別表第３（第２条、第６条関係）

（注）65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金

の割合が１割又は２割とされている者を含む。

別表第４、５ （略）

様式第１号

(2) 第６条第６項ただし書きにより、更新の申請を行う場合には、前項各号に掲げる書類（個人票等を除く。）、第６条第

４項により交付された参加者証の写し等の添付を要することとする。

第６ 認定

(1) 知事は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し別表第４に定める肝がん・重度肝硬変（非代償性

肝硬変）の診断・認定基準に該当する患者であることを認定するものとする。この場合において、知事は、必要と認

めるときは、別に定める肝炎治療認定診査会に意見を求めることができる。

(2) （略）

(3) 知事は、第１項に定める認定を行う際には第５の( 1 )ウの書類等に基づき、申請者が別表第３の階層区分に該当する
者であることを確認した上で、第１項による認定及び前項による確認が行われた当該申請者に適用される医療保険に

おける所得区分について参加者証の適用区分欄に記載を行うものとする。なお、低所得者区分（所得区分における70

歳未満の市町村民税世帯非課税者並びに70 歳以上の低所得者Ⅰ及び低所得者Ⅱをいう。）に該当すると思われる被用

者保険（健康保険、船員保険及び共済組合等）に加入する申請者が、参加者証の交付申請に併せて任意で限度額適用

・標準負担額減額認定を受けようとする場合には、別表第３の階層区分に該当する者であることを確認した上で、第

１項による認定及び前項による確認が行われた申請者が加入する医療保険者に対し、所得区分の認定を行うために必

要な資料等を添えて照会を行い、当該申請者に適用される所得区分について参加者証の適用区分欄に記載を行うもの

とする。

第７～第16 （略）

別表第１、２ （略）

別表第３（第２、第６関係）

（注）65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、一部負担金の割合が１割又は２割とされ

ている者を含む。

別表第４、５ （略）

様式第１号

年齢区分 階層区分

70歳未満

医療保険者（介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第７項に規定する医療保

険者をいう。以下同じ。）が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額

減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する者

70歳以上

75歳未満
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が２割とされている者

75歳以上（注） 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が１割又は２割とされている者

年齢区分 階層区分

70歳未満

医療保険者（介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第７項に規定する医療保

険者をいう。以下同じ。）が行う限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額減額認

定の所得額の適用区分がエ又はオに該当する者

70歳以上

75歳未満
医療保険における一部負担金の割合が２割とされている者

75歳以上（注） 後期高齢者医療制度において一部負担金の割合が１割又は２割とされている者



様式第２号 様式第２号



様式第２号の２ 様式第２号の２



様式第３号 様式第３号



様式第４号 （略）

様式第５号（表）

様式第４号 （略）

様式第５号（表）



様式第５号（裏） 様式第５号（裏）



様式第６号～第17号 （略） 様式第６号～第17号 （略）


